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熊本市コンプライアンスの推進に関する意見書 
 
熊本市では、コンプライアンスを公務員倫理や社会常識などを含めた幅広い概念と捉えており、

熊本市職員にとってのコンプライアンスとは、「市民から信頼される行政組織であるために求めら

れる職員の行動であって、明文化された法律や条例、規則の遵守だけではなく、積極的に市民の

ために行動し、それぞれの職場での仕事や意思決定が公正かつ適正に行われるために必要なこと。」

としている。 
よって、市民の信頼を損なう行為となる職務上の過誤及び不祥事等の発生を未然に防止するた

めの取り組み、職場の風土を改善するための取り組み、不幸にして不祥事等が発生した際にとる

べき行動や原因の究明に対する取り組みもコンプライアンス推進のための活動としているところ

である。このような取り組みの継続実施が職員の倫理意識の向上や職務に対する志気の向上につ

ながり、より良い職場環境になることで、ひいては市民サービスの向上や市民から信頼される行

政組織につながって行くものと考えている。 
 このような中、平成２６年８月、採用５年以下の若手職員や管理職昇任２年以下の職員に対し、

それぞれの職場の現状について気が付いたことや問題ではないかと考えていることなどについて

職員アンケートを実施した。このアンケートに対する回答の中で、熊本市として検討配慮が必要

と思料される３点について、以下のとおり要望する。 
 

記 
 
１．メンタル疾患等による長期療養者の職場復帰後の支援について 

長期療養者の職場復帰にあたっては、本人・産業医・所属長の三者及び人事課等の関係者で職

場復帰プランが作成され、そのプランに基づき復職となると聞いている。 
ところが、復帰後は、本人と産業医の間で定期的に面接を実施するなど復帰後の支援が実施さ

れているが、そこでは所属長や職場の同僚等の現場の意見が反映されておらず、本人の意識と現

場職員が認識する現状との間にギャップが生じ、職務が円滑に進まないケースもあるようで、プ

ランどおりの職場復帰が進んでいない事態となっていることもあるらしい。 
このようなことから、メンタル疾患等による長期療養者の職場復帰プランの策定にあたっては、

職場復帰後の支援として、職場復帰後の本人の就業状況を客観的に捉え、それを支援に生かせる

よう、本人と産業医に所属長を加えた形での定期的な面接等がなされ、場合によっては適宜職場

復帰プランの見直しができるような支援体制を検討されたい。 
  



 

２．行政の中立性の確保について 

ある市議会議員からその地位による影響力を不正に行使され、行政執行を妨げられることがあ

るとの問題提起があった。 
このようなことが起こっているとすれば、そもそも、行政の基本は、議会が認めた政策及び予

算を中立にして公正厳正忠実に執行することにあり、熊本市職員が行政組織の一員として与えら

れた役割を忠実に果たそうとする個別具体的な行政執行に市議会議員が介入し、その影響力を不

正に行使することなどあってはならないことである。 
こうした行政の基本を熊本市職員及び市議会議員の双方に再認識して頂きたい。 
また、この問題は政治倫理の問題でもある。熊本市においては熊本市政治倫理条例を制定し、

その中で市議会議員及び市長が遵守しなければならない政治倫理基準を定めてはいるが、行政へ

の介入のあり方に関しては遵守事項として明記されておらず、このような事例が生じた際に適正

な行政執行が確保されるような対処方法について検討すべきと考える。 
 
３．再任用職員の勤務態度や職員としての自覚について 

 再任用職員については、これまでの経験や知識を生かすことが出来る即戦力職員として期待さ

れており、今後もその数が益々増加していくことが予測される。 
このような中、一部の再任用職員にあっては、若手職員の手本となるどころか勤務意欲をそぐ

ような勤務態度の悪い職員がいると聞いた。そういう熊本市職員としての自覚のない職員がいる

と職場全体の意識が悪いほうに引きずられかねないので、こうした状況は放置してはならない。 
問題点として、一点目は、個人（所属長）の対応であり、再任用職員が所属する職場の管理職

の管理監督責任の問題である。所属長は、仮に再任用職員がかつての先輩であったとしても、職

場全体に悪影響を及ぼすような行動や態度については遠慮なく注意し指導すべきである。 
二点目は、組織（市役所）の対応である。問題行動のある再任用職員に対しては、次年度の再

任用契約を更新しないなど、より良い職場環境の構築に向け、組織的な対応をすべきである。 
これらを検討されるよう要望する。 
 

以上 






